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   学校の業務量に見合った教職員の定数改善計画の策定および全国教員勤務実態 

調査を求める意見書 

 

 教職員の長時間過密労働が教職員の不足をもたらし、学校への教職員未配置問題を

招いていることは、埼玉県の学校教育においても深刻な影響をもたらし、学校そのも

のの存続が問われかねない事態を招いています。全国どこでも同様な教育が受けられ

るよう、教育の機会均等を保障するため、国が責任を持って条件整備を進めていくこ

とが求められます。 

 教職員の長時間過密労働の解消には、教職員の授業負担を適正なものとすることが

不可欠であり、本年５月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法」（給特法）改正においても、同法附則第３条（政府の措置）に「教育職員一

人当たりの担当する授業時数を削減すること」が盛り込まれたことは重要です。 

 しかしながら、「教職員の定数の標準の改定」が、従来型のいわゆる加配定数にとど

まるならば、学校の業務量に見合った教職員数の確保とならないうえに、非正規雇用

のいっそうの拡大となり、問題の解決にはなりません。 

 問題を解決するには、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律」（義務教育標準法）第７条における「乗ずる数」を引き上げ、教職員定数の

本体である基礎定数を引き上げる教職員定数改善計画に進まなければなりません。す

でに令和５年１１月９日、今後の教職員定数に関する国と地方の協議の場において、

全国知事会など地方３団体は「いわゆる標準法における『乗ずる数』の見直し…など

を含む教職員定数の改善」を要望しています。その後の教育現場の深刻な状態ならび

に給特法改正をふまえ、基礎定数の増員に踏み出すべきです。 

 また、教職員の長時間労働の解消の取り組みを進める前提として、全国的な教員勤

務実態調査による勤務時間の正確な把握が求められます。改正給特法の附則第６条に

は、第２号法施行日（令和８年１月１日）以後２年をめどに「教育職員の勤務の状況

の調査」を行う旨を政府に課しており、これを全国教員勤務実態調査によって行うべ

きです。 

 よって、国においては、次の対策を講じるよう、強く求めます。 

 

一、国の責任で学校の業務量に見合った教職員配置にするため、教職員基礎定数の改 

善計画をつくり、義務教育標準法を改正すること。 

一、国の責任で、令和１０年１月をめどに全国教員勤務実態調査を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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